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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型自発光表示装置及びアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ表示装置などの自発光型表示装置
で、消費電力と製造コストを低減する。
【解決手段】  ゲートがゲート線１に接続され、ドレイ
ンがデータ線２に接続された選択ＴＦＴ４と、選択ＴＦ
Ｔ４のソースがゲートに接続された駆動ＴＦＴ６を有す
る自発光型表示装置において、正電源PVと駆動ＴＦＴ６
と有機ＥＬ発光素子７、負電源CVとを直列に接続する。
負電源CVには、ゲート信号－発光輝度相関曲線をシフト
させるためのシフト電圧が印加されているので、データ
信号に階調表示に寄与しない電圧の底上げを行う必要が
ない。従って、消費電力が低減されるとともに、データ
信号を通常のCMOSプロセスで製造することができ、製造
コストを低減することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  行方向に延在する複数のゲート線と、列
方向に延在する複数のデータ線と、前記ゲート線及び前
記データ線の交点それぞれに対応して配置される選択駆
動回路と、前記選択駆動回路に接続される発光素子とを
有し、前記ゲート線に入力される選択信号によって前記
選択駆動回路がオンし、前記データ線に入力されるデー
タ信号に応じた電流が前記発光素子に供給され、データ
信号に応じた輝度で前記発光素子が発光するアクティブ
マトリクス型自発光表示装置において、前記発光素子
は、基準の電圧に対して第１の極性の電圧を印加する第
１の電源と、前記第１の極性とは逆極性の電圧を印加す
る第２の電源との間に接続されていることを特徴とする
アクティブマトリクス型自発光表示装置。
【請求項２】  個々の画素毎に選択トランジスタ、駆動
トランジスタ、発光素子を有し、前記選択トランジスタ
に選択信号を入力することによって、選択トランジスタ
をオンし、前記選択トランジスタを介してデータ信号を
前記駆動トランジスタに入力し、前記駆動トランジスタ
を介して前記データ信号に応じた電流を前記発光素子に
流し、前記データ信号に応じて前記発光素子を発光させ
て表示を行うアクティブマトリクス型表示装置におい
て、前記発光素子は、基準電圧に対して一極性の第１の
電源と、前記第１の電源と逆極性の第２の電源と、の間
に駆動トランジスタとともに直列に接続されていること
を特徴とするアクティブマトリクス型自発光表示装置。
【請求項３】  行方向に延在し選択信号が順次入力され
る複数のゲート線と、列方向に延在する複数のデータ線
と、前記ゲート線及び前記データ線の交点それぞれに対
応して配置され、前記ゲート線にゲートが接続された選
択トランジスタと、前記選択トランジスタを介して前記
データ線がゲートに接続された駆動トランジスタと、前
記駆動トランジスタに陽極が接続された発光素子と、前
記駆動トランジスタを介して前記発光素子に電流を供給
する正電源とを有するアクティブマトリクス型自発光表
示装置において、前記発光素子の陰極には、負電源が接
続されていることを特徴とするアクティブマトリクス型
自発光表示装置。
【請求項４】  前記選択信号は、選択時には所定極性の
電位であり、非選択時には前記所定極性とは逆の極性の
電位であることを特徴とする請求項１乃至請求項３のい
ずれか１項に記載のアクティブマトリクス型自発光表示
装置。
【請求項５】  前記選択信号は、選択時には一極性の所
定値であり、非選択時には、前記一極性とは逆極性で且
つ絶対値が前記所定値よりも小さい値であることを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のア
クティブマトリクス型自発光表示装置。
【請求項６】  前記発光素子は、有機ＥＬ発光素子であ
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１
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項に記載のアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置
。【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
（Thin Film Transistor；ＴＦＴ）等から構成された選
択駆動回路によって画素毎に独立して配置された自発光
素子を有するアクティブマトリクス型自発光表示装置に
関し、特にアクティブマトリクス型有機エレクトロルミ
ネッセンス（Electro Luminescence；ＥＬ）表示装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】自発光表示装置はＣＲＴに比較すると低
消費電力で、小型であり、その上ＬＣＤのような視野角
依存性がないため、近年、ＥＬ素子を用いたＥＬ表示装
置が、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装置として注目され
ている。また、例えば、そのＥＬ素子を駆動させるスイ
ッチング素子としてＴＦＴを備えたＥＬ表示装置の開発
が進められている。
【０００３】図５に有機ＥＬ表示装置の等価回路図を示
す。行方向に延びる複数のゲート線１が配置され、これ
に交差するように列方向に複数のデータ線２及び駆動線
３が配置されている。駆動線３は、電源ＰＶに接続され
ている。電源ＰＶは正の定電圧を出力する電源であり、
その電圧は、例えば接地電圧を基準として10Vの正電圧
である。ゲート線１とデータ線２とのそれぞれの交点に
は選択ＴＦＴ４が接続されている。選択ＴＦＴ４は二つ
のＴＦＴ４ａ、４ｂを直列に接続したダブルゲート構造
であり、選択ＴＦＴ４のそれぞれのＴＦＴ４ａ、４ｂの
ゲートはゲート線１に接続され、選択ＴＦＴ４ａのドレ
インがデータ線２に接続されている。選択ＴＦＴ４ｂの
ソースは保持コンデンサ５と駆動ＴＦＴ６のゲートに接
続されている。駆動ＴＦＴ６のドレインは、駆動線３に
接続され、ソースは有機ＥＬ発光素子７の陽極に接続さ
れている。有機ＥＬ発光素子７の陰極は接地されてい
る。保持コンデンサ５の対極には、列方向に延在する容
量線９が接続されている。
【０００４】ゲート線１は図示しないゲート線ドライバ
に接続され、ゲート線１には、ゲート線ドライバによっ
て順次ゲート信号が印加される。ゲート信号はオンもし
くはオフの２値の信号で、オンの時は正の所定電圧、オ
フの時は0Vとなる。ゲート線ドライバは、複数接続され
るゲート線１のうち、選択された所定のゲート線のゲー
ト信号をオンとする。ゲート信号がオンとなると、その
ゲート線１に接続された全ての選択トランジスタ４のＴ
ＦＴがオンとなり、選択トランジスタ４を介してデータ
線２と駆動トランジスタ６のゲートが接続される。デー
タ線２にはデータ線ドライバ８から表示する映像に応じ
て決定されるデータ信号が出力されており、データ信号
は駆動トランジスタ６のゲートに入力されるとともに、
保持コンデンサ５に充電される。駆動トランジスタ６
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は、データ信号の大きさに応じた導電率で駆動線３と有
機ＥＬ発光素子７とを接続する。この結果、データ信号
に応じた電流が駆動トランジスタ６を介して駆動線３か
ら有機ＥＬ発光素子７に供給され、データ信号に応じた
輝度で有機ＥＬ発光素子７が発光する。保持コンデンサ
５は、専用の容量線９もしくは駆動線３など他の電極と
の間で静電容量を形成しており、一定時間データ信号を
蓄積することができる。データ信号は、ゲート線ドライ
バが他のゲート線１を選択し、そのゲート線１が非選択
となって選択トランジスタ４がオフした後も、保持コン
デンサ５によって１垂直走査期間の間保持され、その
間、駆動トランジスタ６は前記導電率を保持し、有機Ｅ
Ｌ発光素子７はその輝度で発光を続けることができる。
【０００５】以上が、アクティブマトリクス型有機ＥＬ
表示装置の動作原理であるが、本明細書において、上述
した選択トランジスタ４、駆動トランジスタ６等を有
し、ゲート信号のような表示素子の１つもしくは複数を
同時に選択する信号と、表示する映像によって決定され
るデータ信号とによって、所定の表示素子にデータ信号
に応じた電流を供給する回路を総称して選択駆動回路と
称する。選択駆動回路は、上述した以外にも様々なパタ
ーンが考えられ、また、既に提案されている。
【０００６】図６にアクティブマトリクス型有機ＥＬ表
示装置の断面図を示す。ガラス基板１１上に複数の駆動
ＴＦＴ６が配置されている。駆動ＴＦＴ６は、ゲート電
極６Ｇが、層間絶縁膜１２を介してソース６Ｓ、チャネ
ル６Ｃ、ドレイン６Ｄと対向する構造であり、ここに示
す例では、チャネル６Ｃよりもゲート電極６Ｇが下にあ
るボトムゲート構造である。駆動ＴＦＴ６上に層間絶縁
膜１３が形成され、その上にデータ線２及び駆動線３が
配置されている。駆動線３は、駆動ＴＦＴ６のドレイン
６Ｄにコンタクトを介して接続されている。それらの上
に、平坦化絶縁膜１４が形成されており、平坦化絶縁膜
１４の上には画素毎に有機ＥＬ発光素子７が配置されて
いる。有機ＥＬ発光素子７は、ＩＴＯ（indium tin oxi
de）等の透明電極よりなる陽極１５、ホール輸送層１
６、発光層１７、電子輸送層１８、アルミニウムなどの
金属よりなる陰極１９が順に積層されて形成されてい
る。陽極１５からホール輸送層１６に注入されたホール
と、陰極１９から電子輸送層１８に注入された電子とが
発光層１７の内部で再結合することにより光が放たれ、
この光が図中矢印で示したように、透明な陽極１５側か
らガラス基板１１を透過して外部に放射される。陽極１
５、発光層１７は各画素毎に独立して形成され、ホール
輸送層１６、電子輸送層１８、陰極１９は、各画素共通
に形成される。
【０００７】図７に、有機ＥＬ発光素子７にかける電圧
V
EL
とそのときの発光輝度の相関曲線を示す。電圧V

EL
が

一定値I0以下の間は電圧値にかかわらず全く発光しな
い。そして、電圧V

EL
が一定値V0を越えると発光し、そ

4
れ以降は、電圧V

EL
が増加するに従って輝度が大きくな

る。表示装置の発光素子として有機ＥＬを用いる場合、
ＥＬ発光素子が所定の輝度L

min
で弱く発光するときの電

流を最低電圧V
min
とし、その輝度に対して例えば一定の

コントラスト、例えばコントラスト１００となるような
輝度L

MAX
を最大輝度とし、この輝度に対応する電流を最

大電圧V
MAX
として、この電圧の間でＥＬ発光素子にかか

る電圧V
EL
を制御して表示を行う。電圧V

EL
を更に高く設

定すれば、より強く発光させ、更にコントラストを大き
く取ることも可能であるが、有機ＥＬは、強く発光させ
ると寿命が短くなるという特性があり、また、強く発光
させるためには、より大きな電流を流す必要がある。従
って、寿命、消費電流両方の観点から、その表示装置の
使用環境によって求められる程度の最大輝度及びコント
ラストに設定される。
【０００８】図８は、図５に示したの回路図から１画素
分の電源PV、駆動ＴＦＴ６、ＥＬ発光素子７を抽出して
示した回路図である。図から判るように、駆動ＴＦＴ６
と有機ＥＬ発光素子７とは、電源ＰＶとグランドとの間
に直列に接続されている。有機ＥＬ発光素子７に流れる
電流I

EL
は、電源PVから駆動トランジスタ６を介して有

機ＥＬ発光素子７に供給され、そして、この電流I
EL
は

駆動トランジスタ６のゲート電圧VGを変化させることに
よって制御することができる。上述したように、ゲート
電極にはデータ信号が入力されており、ゲート電圧VGは
データ信号に応じた値となる。図９に駆動トランジスタ
６のゲート電圧VGに対するＥＬ発光素子７の発光輝度の
相関を示す。駆動トランジスタ６がｐ型ＴＦＴである場
合が図９（ａ）、ｎ型ＴＦＴである場合が図９（ｂ）で
ある。駆動トランジスタ６がｐ型ＴＦＴである場合、ゲ
ート電圧VG=4.5Vで最大輝度L

MAX
となり、ゲート電圧Ｖ

Ｇの上昇に伴って輝度が低下し、VG=6.5Vで最小輝度L

min
となる。そして、VG=8V近傍で発光がなくなる。駆動

トランジスタ６がｎ型ＴＦＴである場合、ゲート電圧VG
=3V近傍から発光し始め、ゲート電圧VGの上昇に伴って
輝度が増加し、VG=4.5Vで最小輝度L

min
となり、VG=6.5V

で最大輝度L
MAX
となる。

【０００９】上述のことから、有機ＥＬ発光素子７の発
光輝度を制御するために、駆動トランジスタ６のゲート
電圧、即ちデータ信号は、VG

min
=4.5VからVG

MAX
=6.5Vの

間の表示する階調に応じた値で出力されるように調整す
ればよい、ということになる。図１０に有機ＥＬ表示装
置に用いるデータ信号の時間変化の一例を示す。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】しかし、そのようなデ
ータ信号を出力するためには、データ信号の最大値に応
じて、大きな電源を設置する必要がある。データ信号
は、図示しない外付けのデータ信号処理回路によって外
部より入力される映像信号をゲート電圧に最適になるよ
うに信号処理して生成するが、出力すべきデータ信号の
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電圧が高いと、このデータ信号処理回路の駆動電圧を高
くする必要があり、消費電力の増大につながっていた。
【００１１】特に、VG

MAX
が5Vを越えると、データ信号

処理回路の耐圧を高く設計する必要があり、通常のCMOS
プロセスで製造することが困難になる。従って、従来の
アクティブマトリクス型自発光表示装置は、消費電力が
高く、かつ、製造コストが高いという課題があった。
【００１２】そこで、本発明は、より低消費電力で動作
し、かつ製造コストの低いアクティブマトリクス型自発
光表示装置を得ることを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために成されたものであり、行方向に延在する複
数のゲート線と、列方向に延在する複数のデータ線と、
ゲート線及びデータ線の交点それぞれに対応して配置さ
れる選択駆動回路と、選択駆動回路に接続される発光素
子とを有し、ゲート線に入力される選択信号によって選
択駆動回路がオンし、データ線に入力されるデータ信号
に応じた電流が発光素子に供給され、データ信号に応じ
た輝度で発光素子が発光するアクティブマトリクス型自
発光表示装置において、発光素子は、第１の極性電圧を
出力する第１の電源と、第１の極性とは逆極性の電圧を
出力する第２の電源との間に接続されているアクティブ
マトリクス型自発光表示装置である。
【００１４】また、個々の画素毎に選択トランジスタ、
駆動トランジスタ、発光素子を有し、選択トランジスタ
に選択信号を入力することによって、選択トランジスタ
をオンし、選択トランジスタを介してデータ信号を駆動
トランジスタに入力し、駆動トランジスタを介してデー
タ信号に応じた電流を発光素子に流し、データ信号に応
じた輝度で発光素子を発光させて表示を行うアクティブ
マトリクス型表示装置において、発光素子は、一極性の
第１の電源と、第１の電源と逆極性の第２の電源と、の
間に駆動トランジスタとともに直列に接続されているア
クティブマトリクス型自発光表示装置である。
【００１５】また、行方向に延在し選択信号が順次入力
される複数のゲート線と、列方向に延在する複数のデー
タ線と、ゲート線及びデータ線の交点それぞれに対応し
て配置され、ゲート線にゲートが接続され、データ線に
ドレインが接続される選択トランジスタと、選択トラン
ジスタのソースがゲートに接続された駆動トランジスタ
と、駆動トランジスタのソースに陽極が接続された発光
素子と、駆動トランジスタを介して発光素子に電流を供
給する正電源とを有するアクティブマトリクス型自発光
表示装置において、発光素子の陰極には、負電源が接続
されているアクティブマトリクス型自発光表示装置であ
る。
【００１６】さらに、選択信号は、選択時には所定極性
の電位であり、非選択時には所定極性とは逆の極性の電
位である。
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【００１７】さらに、選択信号は、選択時には一極性の
所定値であり、非選択時には、一極性とは逆極性で且つ
絶対値が所定値よりも小さい値である。
【００１８】
【発明の実施の形態】図１は本発明の実施形態にかかる
ＥＬ表示装置の等価回路図である。行方向に延びる複数
のゲート線１が配置され、これに交差するように列方向
に複数のデータ線２及び駆動線３が配置されている。ゲ
ート線１とデータ線２とのそれぞれの交点には選択ＴＦ
Ｔ４が接続されている。選択ＴＦＴ４は二つのＴＦＴ４
ａ、４ｂを直列に接続したダブルゲート構造であり、選
択ＴＦＴ４のそれぞれのＴＦＴ４ａ、４ｂのゲートはゲ
ート線１に接続され、選択ＴＦＴ４ａのドレインがデー
タ線２に接続されている。選択ＴＦＴ４ｂのソースは保
持コンデンサ５と駆動ＴＦＴ６のゲートに接続されてい
る。駆動ＴＦＴ６のドレインは、駆動線３に接続され、
ソースは有機ＥＬ発光素子７の陽極に接続されている。
以上は、従来のＥＬ表示装置と同様であり、その断面図
についても従来と同様である。
【００１９】本実施形態の特徴とするところは、有機Ｅ
Ｌ発光素子７の陰極が接地されず、負の電圧であるシフ
ト電圧V

SHIFT
を印加する電源ＣＶに接続されている点で

ある。図２は、図１の回路図から１画素分の陽極側電源
PV、駆動ＴＦＴ６、ＥＬ発光素子７及び陰極側電源CVを
抽出して示した回路図である。接地電圧を基準として正
の電圧を印加する電源PVと負の電圧を印加する電源CVと
の間に駆動ＴＦＴ６と有機ＥＬ発光素子７とが直列に接
続されている。
【００２０】上述したように、適切な輝度で有機ＥＬ発
光素子７を発行させるためには、従来、V

Gmin
からV

GMAX

の間で駆動する必要があったが、V
Gmin
未満の電圧は、

単に電圧を底上げするのみであり、階調表示にはなんら
寄与していなかった。そこで、本実施形態においては、
図９に示した底上げ分の電圧を極性反転し、シフト電圧
V
SHIFT

として負電源CVに印加している。本実施形態に置
いて、電源CVの電圧、即ちシフト電圧V

SHIFT
は-4Vであ

る。
【００２１】有機ＥＬ発光素子７の発光輝度は、その陽
極と陰極の間の電位差によって決まる。従来のように、
正電源PVと接地との間でこの電位差を与えるのではな
く、正電源PVと負電源CVを併用することによって、有機
ＥＬ発光素子７の駆動トランジスタ６のゲート電圧に対
する発光輝度は、図９に示した相関から図３に示した相
関にシフトさせることができる。これは、図９に示した
電圧の底上げ分が階調表示に全く寄与していないことに
着目し、その分を反転して負電圧に印加するという逆転
の発想によって成されたものである。
【００２２】本実施形態の駆動トランジスタ６のゲート
電圧VGと有機ＥＬ発光素子７の発光輝度の相関を図３に
示す。駆動トランジスタ６がｐ型ＴＦＴである場合が図
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7
３（ａ）、ｎ型ＴＦＴである場合が図３（ｂ）である。
駆動トランジスタ６がｐ型ＴＦＴである場合、ゲート電
圧VG=0.5Vで最大輝度L

MAX
となり、ゲート電圧ＶＧの上

昇に伴って輝度が低下し、VG=2.5Vで最小輝度L
min
とな

る。そして、VG=3V近傍で発光がなくなる。そして駆動
トランジスタ６がｎ型ＴＦＴである場合は、VG=0.5Vで
最小輝度L

min
となり、VG=2.5Vで最大輝度L

MAX
となる。

即ち、本実施形態のデータ電圧は、VG
min

=0.5VからVG

MAX
=2. 5Vの間となるように設定すれば良く、従来に比

較して、低いデータ電圧で駆動できる。従って、本実施
形態は、従来よりも低消費電力で駆動することができ
る。また、シフト電圧V

SHIFT
=-4V、データ電圧の最大値

VG
MAX

=2.5Vと、いずれの電圧も絶対値が5Vよりも小さい
ため、本実施形態に用いるデータ信号処理回路は、CMOS
プロセスで作成することができ、製造コストを低減する
ことができる。
【００２３】そして、シフト電圧V

SHIFT
は電圧の底上げ

分で任意の値に設定することができ、シフト電圧V
SHIFT

に応じた分だけデータ信号をシフトさせることができ
る。本実施形態のようにV

SHIFT
=-4Vとしても良いし、こ

れより小さい値としてももちろんよい。V
SHIFT

=-4Vを大
きく取れば、それだけデータ信号をシフトさせることが
でき、それだけ消費電力を低減することができる。少な
くとも、シフトさせた後のデータ信号の最大値が5V以下
になるようにするのがよい。さらに、シフトさせた後の
データ信号の最小値VGminを0Vとできるように、本実施
形態に用いたパネルであればV

SHIFT
=-4.5Vに設定しても

良い。
【００２４】ところで、選択トランジスタ４のゲート電
圧は通常オンとオフの２値で制御され、オフは、0V、オ
ンは所定の正電圧に設定される。ところが、VGの下限VG
minを０Vとなるようにシフト電圧を設定すると、データ
信号がVGminとなったときに問題が生じる。即ち、デー
タ信号が0Vであったとき、ゲート線１の選択期間が終了
し、選択トランジスタ４のゲート信号がオフ、即ち0Vと
なると、選択トランジスタ４において、活性層とゲート
電極がともに0Vとなって電位差がなくなる。一般的にト
ランジスタの活性層とゲート電極との間の電位差がなく
なると、チャネルにリーク電流が生じる。この問題を解
決するためには、選択トランジスタ４のゲート信号は、
V
SHIFT

に応じた負電圧と、所定の正電圧との間で変化さ
せるようにする。そうすることによって、VGmin=0Vの時
でもリーク電流が流れない。
【００２５】本実施形態において、陰極１９は、図６に
示したとおり、複数の画素に跨って共通で形成されてい
る。従って、陰極１９のいずれかの部分に負電源を接続
すれば、本実施形態は容易に実施することができ、負電
源CVを接続するにあたっては、特段のマスク変更等の大
幅なコストを要するものではない。
【００２６】また、上記実施形態では、選択駆動回路と*
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*して、図１に示した選択ＴＦＴ４、駆動ＴＦＴ６を有す
る回路を例示して説明したが、例えば選択ＴＦＴ４をダ
ブルゲート構造でない通常のＴＦＴ構造としたり、その
他特性改善のための更なるＴＦＴを追加するなど、任意
の形態とすることができる。要は、画素毎に配置された
自発光素子それぞれに対して、所定の電流を供給する回
路であれば、一極性の電源と逆極性の電源との間に自発
光素子を配置し、同様に実施することができる。
【００２７】
【発明の効果】以上に詳述したように、本発明によれ
ば、発光素子が、第１の極性電圧を出力する第１の電源
と、第１の極性とは逆極性の電圧を出力する第２の電源
との間に接続されているので、第２の電源電圧分だけデ
ータ信号をシフトして、低電圧化することができるの
で、表示装置を低消費電力化できる。
【００２８】そして、データ信号処理回路に高耐圧トラ
ンジスタを用いる必要がなく、通常のCMOSプロセスで製
造でき、表示装置の製造コストを低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置
を示す回路図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置
の一部を示す回路図である。
【図３】本発明の一実施形態における駆動ＴＦＴゲート
電圧に対する有機ＥＬ素子の発光輝度を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるデータ信号の一例
を示す図である。
【図５】従来の有機ＥＬ表示装置を示す回路図である。
【図６】有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図７】有機ＥＬ発光素子の電圧に対する発光輝度を示
す図である。
【図８】従来の有機ＥＬ表示装置の一部を示す回路図で
ある。
【図９】従来の有機ＥＬ表示装置における駆動ＴＦＴゲ
ート電圧に対する有機ＥＬ素子の発光輝度を示す図であ
る。
【図１０】従来の有機ＥＬ表示装置のデータ信号の一例
を示す図である。
【符号の説明】
１：ゲート線
２：データ線
３：駆動線
４：選択トランジスタ
５：保持コンデンサ
６：駆動トランジスタ
７：有機ＥＬ発光素子
PV：正電源
CV：負電源
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【図４】 【図８】
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【図３】

【図６】
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【図５】
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【図７】
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